
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
市
町
村
会
議
（

R1
.10

.17
）
の
概
要

次
第

各
市
町
村
の
取
組

各
市
町
村
の
意
見

〇
大
分
市

・
社
会
保
険
導
入
に
向
け
て
予
算
要
求
中

・
ス
ポ
ー
ツ
保
険
及
び
責
任
賠
償
保
険
に
加
入
の
徹
底

・
小
学
校
長
Ｏ
Ｂ
や
、
臨
床
心
理
士
の
派
遣
事
業

・
座
学
研
修
年

6回
、
実
地
研
修
年

10
回
実
施

・
指
導
員
バ
ン
ク
の
実
施

○
支
援
員
不
足
・
高
齢
化

 
若
い
人
の
雇
用
に
は
社
会
保
険
等
の
整
備
が
必
要

○
法
人
化
し
た
場
合
、
事
務
職
員
雇
用
に
係
る
費
用
の
補
助
が
必
要

〇
中
津
市

・
民
間
業
者
（
シ
ダ
ッ
ク
ス
）
へ
の
運
営
委
託

メ
リ
ッ
ト

（
保
護
者
）
保
護
者
負
担
軽
減
（
事
務
負
担
や
役
員
活
動
）

（
支
援
員
）
雇
用
関
係
の
明
確
化
、
雇
用
条
件
の
改
善

（
行

政
）
安
定
的
で
継
続
的
な
運
営
が
可
能
。

支
援
員
の
確
保
が
容
易
（
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
）

運
営
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
減
少

デ
メ
リ
ッ
ト

（
支
援
員
）
責
任
者
が
本
部
に
い
る
た
め
、
常
駐
し
て
い
な
い

（
行

政
）
保
護
者
の
参
画
意
識
の
希
薄
化

〇
杵
築
市

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化

・
フ
ァ
ミ
サ
ポ
や
子
ど
も
食
堂
な
ど
、
他
事
業
も
受
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、

委
託
料
の
増
や
支
援
員
の
兼
務
が
可
能
に
な
る

○
法
人
化
は
、
現
運
営
委
員
や
保
護
者
等
か
ら
理
解
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
理
解
を
得
た
後
も
、
準
備
等
協
議
が

必
要
に
な
る
た
め
時
間
と
手
間
が
か
か
る

 
運
営
委
員
会
等
の
会
長
の
集
ま
り
の
場
を
設
け
る
必
要
が
あ
る

（
責
任
の
所
在
、
確
立
、
明
確
化
）

○
事
務
負
担
の
大

 
事
務
職
員
の
雇
用

○
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
で
は
な
く
、
寄
付
控
除
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
化
で
よ
い
の
で
は

（
支
援
員
の
処
遇
改
善
、
人
材
確
保
）

○
責
任
体
制
が
不
十
分

 
既
存
法
人
へ
の
移
管
し
た
い
と
い
う
意
見
も

○
事
件
事
故
発
生
時
の
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
体
制
づ
く
り
が
必
要

◇
ク
ラ
ブ
か
ら
の
法
律
相
談
や
ハ
ー
ド
ク
レ
ー
ム
に
対
応
で
き
る
よ
う
弁
護
士
を
設
置
し
て
も
ら
い
た
い
。

◇
社
会
保
険
労
務
士
へ
の
依
頼
費
用
補
助

◇
社
会
保
険
料
の
負
担
補
助

（
地
域
･学
校
・
行
政
と
の
連
携
）

◇
小
学
校
と
の
連
携
強
化
が
必
要
と
な
る
が
、
学
校
に
よ
っ
て
対
応
が
異
な
る
た
め
、

教
育
委
員
会
等
に
対
し
て
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
連
携
強
化
を
呼
び
か
け
て
ほ
し
い
。

◇
県
有
施
設
の
子
育
て
支
援
施
策
へ
の
無
償
提
供

◇
運
営
に
関
す
る
研
修
の
実
施

（
法
人
化
）

■
議
事

（
1）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
主
体
強
化
研
究
会
の
経
過
報
告

（
2）
「
雇
用
と
労
働
の
基
本
ル
ー
ル
」
社
会
保
険
労
務
士
篠
原
氏

（
3）
意
見
交
換

「
雇
用
と
労
働
の
基
本
ル
ー
ル
」

■
現
状
と
課
題

（
1）
県
内
の
多
く
が
運
営
委
員
会
方
式

（
2）
保
護
者
が
運
営
す
る
構
造
的
な
問
題

（
3）
安
心
し
て
働
け
る
職
場
環
境
の
構
築
⇒
労
働
（
雇
用
）
契
約
の
締
結
等

○
：
市
町
村
会
議
時
意
見

◇
：
市
町
村
ア
ン
ケ
ー
ト
（
会
議
後
）
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